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⑸　医療提供体制の確保
東京都では、365 日 24 時間の安心・安全の医療と、患者中心の医療の実現を目指して、都民

が症状に合った適切な医療サービスを受けられ、かつ自らが主体的に医療に参加できるようにす
るための地域医療提供体制の整備、救急医療の充実、在宅療養環境の整備等に取り組んでいます。

医療施設の現状
都内には、我が国を代表する高度な医療を提供する大学病院から、地域に密着した身近な医療を提供する

診療所まで、多様な規模・機能を持つ医療施設が存在しています。

（実数）

全　国 東京都
総　数 区　部

病院数 （所）
病院病床数 （床）

訳
内

一般病床数 （床）
療養病床数 （床）
精神病床数 （床）
結核病床数 （床）
感染症病床数 （床）

一般診療所数 （所）
歯科診療所数 （所）
一日平均外来患者数 （人）
一日平均在院患者数 （人）
病床利用率 （％）

率（人口10万対）

全　国 東京都
総　数 区　部

■医療施設数
（令和４年10月1日）

資料：厚生労働省
「令和４年医療施設調査」
「令和４年病院報告」

8,156
1,492,957
886,663
278,694
321,828
3,863
1,909

105,182
67,755

1,257,558
1,125,743

75.3

629
125,152
81,790
21,912
20,856
449
145

14,689
10,696
127,356
92,006
73.4

416
78,953
59,804
12,747
6,187
116
99

11,435
8,340
95,885
56,191
71.1

6.5
1,194.9
709.6
223.0
257.6
3.1
1.5
84.2
54.2

1,006.5
901.0

4.5
891.5
582.6
156.1
148.6
3.2
1.0

104.6
76.2
907.2
655.4

4.3
812.3
615.3
131.1
63.7
1.2
1.0

117.6
85.8
986.5
578.1

東京都保健医療計画

計画の趣旨と基本理念
第7次計画（平成30年３月）では、基本理念「誰もが質の高い医療を受けられ、安心して暮らせる『東京』」及

び４つの基本目標の達成に向けた取組を推進してきました。
第８次計画では、基本理念の実現に向け、４つの基本目標に加えて、新型コロナ感染症や大規模災害等の経験を
踏まえ、新たに５つ目の基本目標「有事にも機能する医療提供体制の強化」を追加しました。
※本計画において、有事とは、新興感染症発生・まん延時や大規模な自然災害等を指すものとします。

東京都の保健医療に関し施策の方向を明らかにする基本的かつ総合的な計画である「東京都保健医療計
画（令和６年３月改定）」（計画期間：令和６年度から令和 11 年度まで）を策定しています。

策定に当たっては、令和３年医療法改正により、新興感染症等の拡大時における医療を新たに追加しま
した。また、令和２年３月に策定した「外来医療計画」及び「医師確保計画」を一体化するとともに、他計
画との整合性を図りながら、保健・医療・福祉の連携に係る取組などを記載しています。

（保健医療局医療政策部医療政策課）

■保健医療圏
　保健医療施策を総合的に推進するため、保健医療資源の適切な配置を図り、保健医療機関相互の連携を
図る地域的単位として、一次から三次までの保健医療圏を設定しています。

一次 　住民に密着した保健医療サービスを提供していく上での最も基礎的な圏域（＝区市町村）

二次 　一般の入院医療を確保するため、病院の病床の整備を図るべき単位（一般病床及び療養病床の基準病床数を算定する単位）で
あると同時に、医療機関相互の連携を図り、専門的保健サービスとも連携して、都民に包括的な保健医療サービスを提供する圏域

三次 　複数の診療科領域にわたる重篤な救急患者への対応などの特殊な医療を提供するとともに、全都的な保健医
療サービスを確保していく圏域（＝都全域）
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○ 感染症予防・医療対策
○ 食品・医薬品等の安全確保
○ 生活環境の安全確保

○ 医療・介護・福祉の連携
○ 大都市特性を踏まえた
　 地域包括ケアシステムの深化・推進
○ 利用者ニーズに応じた 
    適切な支援体制の構築

○ 超高齢社会における医療提供体制の構築
○ ライフステージを通じた健康づくり
○ 地域包括ケアシステムにおける治し、支える医療の充実

○医療提供施設
　（病院、診療所、薬局等）
○保険者　○都民
○ＮＰＯ　　○関係団体
○行政機関

東京都保健医療計画の体系図

高齢者・障害者福祉の提供体制 健康危機管理体制
計画の推進体制

健康づくりと保健医療体制

医療に関する情報の提供

施策の方向性と推進主体

計画の推進体制

東京都保健医療情報センター
都内の医療機関の所在地・診療時間・診療科目など
に関する情報提供や相談対応を行う総合窓口として
「東京都保健医療情報センター」を設置しています。
○医療情報ネット（全国統一的な情報提供システム）
医療機能情報提供制度に基づき、都内の医療機関か
ら報告を受けた情報をインターネットを通じて公表し
ています。

	https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp　　　	

○医療機関案内サービス「ひまわり」
都民からの保健医療福祉に関する相談や問合せに、
専門相談員が対応しています。
また、電話・FAXによる医療機関案内を行ってい
ます。

		03-5272-0303（自動応答システム又はオペレーター）
		03-5285-8080（聴覚・言語障害者向け）

都民（患者）が主体的に医療サービスを選択できるよう、東京都では医療機関に関する情報の提供を行うとと
もに、都民が医療に関する正しい知識を得られるような支援を行っています。       （保健医療局医療政策部医療政策課）

安全で安心かつ質の高い保健医療体制を実現するため、都民の視点に立って保健医療情報を提供するととも
に、計画の推進主体である医療提供施設や行政機関、都民などがそれぞれの役割を果たしながら、ライフステー
ジを通じた健康づくりや、急性期から回復期、在宅療養に至る切れ目のない医療連携体制を確保していきます。

また、保健医療と介護、福祉の連携によるサービスの一貫した提供と健康危機から都民を守るための体制とが
相互に支えあう体制の充実を進めていきます。

各疾病・事業単位で設置している協議会等において、事業の進捗状況や指標などについて評価・検討を行い、
取組を推進するとともに、その状況を、医師や看護師等の医療を提供する立場の者や医療を受ける立場の者、学
識経験者などで構成する「東京都保健医療計画推進協議会」で定期的に評価、検討します。

また、地域の医療機関、医療関係団体、保険者、区市町村等からなる「地域医療構想調整会議」において、
病床機能の分化・連携や在宅療養の推進等について協議を行っていきます。

○外国語による医療情報提供サービス
（対応言語：英語・中国語・韓国語・タイ語・スペイン語）
外国語で診療が受けられる医療機関や日本の医療制

度などについて、相談員が外国語で案内しています。
　03-5285-8181（毎日午前 9時～午後 8時）

知って安心暮らしの中の医療情報ナビ
救急受診の方法や相談窓口、入院時の医療費の内容

などについて正しく理解し、医療機関を適切に利用い
ただくため、冊子やホームページでの情報提供を行っ
ています。

		https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/
inavi/
		https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/
inavi/k/

東京都こども医療ガイド
0 歳～ 5歳前後の子供の病気に関する基礎知識やケ

ガへの対処法などの情報を提供するホームページとし
て、「東京都こども医療ガイド」を開設しています。

	　https://www.guide.metro.tokyo.lg.jp/
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糖尿病医療連携体制の推進
糖尿病を専門医療の提供可能な医療機関の確保、合
併症予防の取組、地域における病院・診療所間の医療
連携を通じ、予防から治療までの一貫した糖尿病対策
を推進します。

リハビリテーション医療
リハビリテーション医療の専門医療機関である東京
都リハビリテーション病院を運営するほか、地域リハ
ビリテーション支援センター（おおむね二次保健医療
圏ごとに指定）を拠点にしたリハビリテーション従事
者への研修など、地域のリハビリテーション事業の支
援を行っています。また、回復期リハビリテーション
病棟等の確保に対する支援を行っています。

人工神経接続装置開発の推進
公益財団法人東京都医学総合研究所で、脊髄損傷患
者や脳梗塞患者の身体機能の回復を目指し、独自に開
発した「人工神経接続」を用いて、疾患病態に合わせ
た神経接続方法と刺激方法を新規に開発するための臨
床研究を推進します。	 （保健医療局企画部企画政策課）

医療機関への支援
医療機関における外国人患者受入れ体制の整備を進め

るため、外国人向けパンフレット等の作成、院内資料の
多言語化等を行う医療機関等への支援、医療機関向けの
外国人患者対応の研修、電話等による医療機関向け救急
通訳サービスを行っています。
○医療機関向け救急通訳サービス
（対応言語：英語・中国語・韓国語・タイ語・スペイン語・
フランス語・ベトナム語・ネパール語・タガログ語）
救急で来院された患者が、日本語が不自由なために診
療に支障を来すような場合に、登録した医療機関向けに
電話と映像による通訳サービスを行っています。
　英語・中国語
　　24時間365日
　韓国語・タイ語・スペイン語・フランス語・
　ベトナム語・ネパール語・タガログ語
　　平日　　　　17時～20時
　　土日祝日等　	9時～20時

歯科保健医療対策の推進
地域の歯科保健医療対策の推進に向けて、ライフス

テージに応じた日常的な口腔ケアやかかりつけ歯科医
の必要性に関する普及啓発を実施するほか、都立心身
障害者口腔保健センターの運営、障害者に対して全身
管理下で歯科医療を実施する医療機関や在宅歯科医療
を実施する医療機関の機器整備の支援等に取り組んで
います。
また、大規模災害の発生時における歯科保健医療活
動の強化を図るため、都や区市町村、関係団体などの
活動内容の充実に取り組んでいます。

医療機関向け外国人患者対応支援ポータルサイト
外国人患者への対応に役立つ様々な情報を掲載した

「医療機関向け外国人患者対応支援ポータルサイト」
を開設しています。

		https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/
iryo/iryo_hoken/gaikokujin/index.html

医療情報等の提供
○外国語による医療情報提供サービス
再掲（P.56参照）

外国人患者への医療等に関する協議会の設置
医療機関、宿泊施設等の関係団体や行政機関から構成

される協議会を設置し、外国人患者が症状に応じて安心
して医療機関を受診できるよう、医療提供体制等の充実
を図っています。

地域医療提供体制の整備
増大・多様化する医療需要に対し、東京都では、地域に不足する医療を量的・質的・機能的に補完・整備し、

トータルな地域医療提供体制の確立に取り組んでいます。                             （保健医療局医療政策部医療政策課）

外国人患者への医療
外国人患者の増加に対応するため、外国人患者の受入体制の整備等に取り組む医療機関を支援するとと

もに、外国人患者への医療情報等の効果的な提供に取り組んでいます。          （保健医療局医療政策部医療政策課）
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在宅療養支援体制の強化

地域における在宅療養体制の確保
地域における切れ目のない医療と介護の連携を推進

するため、後方支援病床の確保、医療・介護関係者等
の情報共有や相互連携による24時間支援体制の整備な
ど、区市町村の地域の実情に応じた取組を支援します。
また、患者情報を円滑に共有するための「多職種連

携ポータルサイト」を活用することで、デジタル技術
を活用した保健・医療・福祉関係者間の連携や地域の
病院間の広域的な連携を推進していきます。

在宅療養を担う人材の確保・育成
○在宅療養を担う人材の育成
地域における在宅療養推進の中心的な役割を担う

「在宅療養地域リーダー」を養成します。
○在宅医療への参入促進に向けた取組													
訪問診療等を実施していない診療所医師等を対象と

したセミナー等を開催し、参入促進を図るとともに、
小児医療に関する在宅医等向けの研修等を実施し、小
児等の在宅医療を担う人材の確保・育成を図ります。

在宅療養生活への円滑な移行の促進
入院患者が安心して在宅療養生活に移行することが

できる環境を整備するため、入院医療機関における入
退院支援の取組を更に進めるとともに、入院時（前）
からの入院医療機関と地域の保健・医療・福祉関係者
との連携・情報共有の一層の推進を図ります。

ACP 推進事業
都民が希望する医療・ケアを受けることができるよ

う、アドバンス・ケア・プランニング（ACP）に関して、
都民への普及啓発と医療・介護関係者の実践力向上の
ための研修を実施します。

医療や介護が必要になっても誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるよう、在宅療養環境を整備していき
ます。                                                                                                  （保健医療局医療政策部医療政策課）

がん医療対策

東京都がん対策推進計画
東京都における総合的ながん対策計画である「東京
都がん対策推進計画（第三次改定）」（計画期間：令和
6年度から令和 11年度まで）を令和 6年 3月に策定
し、都内の高齢化の進展やがん患者のニーズの多様化
を踏まえ、がん対策を充実・強化していきます。
また、拠点病院等の間での役割分担の整理と連携に
より、持続可能ながん医療の提供を目指すとともに、
小児・AYA世代※から高齢者までライフステージに
応じた患者・家族に対する支援の充実に取り組みます。
※AYA 世代：主に 15 歳以上 40 歳未満の思春期
及び若年成人世代

がん医療提供体制の整備
都民に広く高度ながん医療を提供するため、国が指

定する「がん診療連携拠点病院」等や都が指定する、
がん診療連携拠点病院と同等の診療機能を持つ「東京
都がん診療連携拠点病院」、がんの発症部位ごとに充実
した診療機能を持つ「東京都がん診療連携協力病院」
において、専門的治療、緩和ケア及び医療連携等の取
組を総合的に行っています。
また小児、AYA世代がんの医療水準の向上を図るた
め、がん診療連携拠点病院・小児がん拠点病院等によ
る診療連携ネットワークを備し、診療連携体制の強化
や相談支援体制の充実等に取り組みます。

■東京都がん対策推進計画
【全体目標】誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての都民とがんの克服を目指す

「がん予防」分野の目標
科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

「がん医療」分野の目標
患者本位で持続可能ながん医療の提供

「がんとの共生」分野の目標
がんとともに尊厳を持って安心して暮らせる地域共生社会の構築

Ⅰ　「がん予防」分野の取組

１　がんのリスク減少（がんの一次予防）に向けた取組の推進
　○生活習慣及び生活環境に関する取組の推進
　　・喫煙、受動喫煙
　　・食生活、身体活動量等　
　○感染症に起因するがんの予防に関する取組の推進
　　・肝炎ウイルスに関する普及啓発及び検査体制の整備
２　がんの早期発見に（がんの二次予防）に向けた取組の推進
　○がん検診の受診率向上に関する取組の推進
　　・関係機関の支援の推進
　　・検診受診に関する普及啓発の推進　
　○科学的根拠に基づくがん検診の実施及び
　　質の向上に関する取組の推進
　　・科学的根拠に基づく検診実施、質の向上の推進
　　・職域における適切な検診実施に向けた支援の推進

Ⅳ　「基盤の整備」分野
　１　がん登録の推進　　２　がんに関する研究の推進　　３　がんに関する正しい理解の促進　　４　患者・市民参画の推進

Ⅲ　「がんとの共生」分野の取組
１　相談支援の充実
　○がん相談支援センター
　○患者団体・患者支援団体
　○ピア・サポート及び患者サロン
２　情報提供の充実
　　・東京都がんポータルサイトによる効果的な情
　　報発信の推進
３　社会的な問題への対応
　○治療と仕事の両立支援
　○就労以外の社会的な問題への対応
　　・アピアランスケア
　　・生殖機能温存
　　・自殺対策
４　ライフステージに応じた患者・家族支援
　○小児・AYA世代
　　・在宅療養に対する支援の充実
　　・きょうだい支援
　　・子育て中の患者・家族への支援
　○壮年期
　　・治療と仕事の両立支援
　　・介護中のがん患者への支援
　○高齢者
　　・介護中のがん患者への支援

Ⅱ　「がん医療」分野の取組

１　がん医療提供の充実
　○成人・小児の拠点病院等における医療提供体制の充実
　　・拠点病院間の役割分担の整理と明確化
　　・粒子線治療施設の整備
　○地域の医療機関におけるがん医療提供体制の充実
　　・二次保健医療圏内連携体制の構築の推進
２　がんと診断された時からの切れ目のない緩和ケアの提供
　○都内の緩和ケアの提供体制の充実
　　・診断時からの経時的な苦痛・つらさの把握と適切な対応の推進
　○緩和ケアに係る人材育成の充実・強化
　○都民への緩和ケアに関する正しい理解の促進
３　小児・ＡＹＡ世代のがん医療に特有の事項への対応
　○ＡＹＡ世代がん患者に関する事項
　　・成人領域と小児領域の連携の推進
　○小児・ＡＹＡ世代のがん患者に共通の事項
　　・長期フォローアップの推進
４　高齢者のがん医療に特有の事項への対応
　　・医療機関と介護事業所等の連携の推進
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救急医療の充実

いつでも、どこでも、だれでも、その症状に
応じて適切な医療を迅速に受けられるよう、初
期・二次及び三次からなる救急医療体制を整
備しています。

（保健医療局医療政策部救急災害医療課）

〔初期救急医療〕　入院を必要としない患者に対する医療

〔二次救急医療〕　入院を要する中等症患者等に対する医療　

〔三次救急医療〕　生命危機を伴う重篤患者に対する医療

■救急患者の受入体制

昼間　9：00～17：00

準夜　
17：00～22：00

準夜　
17：00～22：00

夜間　17：00～翌9：00

夜間　17：00～翌9：00
24時間

 初  期  救  急 二  次  救  急 三  次  救  急

日
　
　
休

日
　
　
平

休日診療(初療)
 ・ 耳鼻咽喉科
 ・ 眼科

準夜診療(初療)

休日診療(初療)

 ・ 内科・小児科

 ・ 内科・小児科・歯科

小児初期
平日夜間診療

精神科初期

精神科初期

は都事業、　　　　は区市町村事業

救　急　告　示　医　療　機　関

療
医
急
救
科
神
精

療
診
日
休

(

）
院
入

・ 

科
喉
咽
鼻
耳

二
科
神
精

次

）
む
含
を
応
対
症
併
合
体
身
（

み
の
日
曜
土
※

休日・全夜間診療(入院)
・内科系・外科系・小児科

特殊救急
・ 心臓循環器
・ 熱傷休日診療(入院)

 ・ 眼科

※

熱
傷
は
休
日
と

土
曜
日
の
み

■救急搬送人員の推移 ■高齢者救急搬送人員の推移
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資料：東京消防庁・稲城市消防本部 資料：東京消防庁・稲城市消防本部 高齢者救急搬送人員 高齢者割合

620,714  641,244 
652,509 659,087 667,916 676,253 

694,749 
730,015 

令和
3年

令和
４年

令和
４年

令和
２年

令和
元年

735,648 

633,751 628,896 

702,331 53.2

44.9 45.9 47.0 49.0 49.8 50.1 51.8
48.2

378,940

278,436 294,449 
306,477 317,692 327,152 

337,108 363,497 

52.1 52.5 53.554.7

380,242 385,882 348,404 339,145 343,845 

令和
２年

712,410

がんと診断された時から在宅療養に至るまで、切れ目
なく適切な緩和ケアが受けられる体制を整備するため、
緩和ケアに携わる医療従事者の育成及びがん患者が住
み慣れた地域で緩和ケアを受けられる体制の確保等に
取り組んでいきます。	 （保健医療局医療政策部医療政策課）

AYA 世代がん患者等に対する支援体制等の構築
AYA世代のがん患者への相談支援体制を構築するた

め、AYA世代がん患者特有の相談に対応する相談情報
センターを設置しています。また、がん治療により生殖
機能が低下、又は失われるおそれのある若年がん患者に
対し、生殖機能温存等の経費を助成します。
若年がん患者の療養生活の充実を図るため、介護保

険の対象とならない 40歳未満のがん患者に対し、在宅
サービス等の費用を助成する区市町村を支援します。
	 （保健医療局医療政策部医療政策課）

がん患者の治療と仕事の両立等の推進  
がん患者の治療と就労の両立等を支援するため、企
業等における両立支援の取組を推進する普及啓発等を
実施します。	 （保健医療局医療政策部医療政策課）

がん治療の影響によるアピアランスケア支援
脱毛や乳房の切除など、がん治療に伴う外見（ア

ピアランス）の変化の悩みを抱えている患者に対し、
ウィッグや乳房補正具などの購入等にかかる費用を助
成する区市町村の取組を支援します。

がんピア・サポーターの養成 新規
がん経験者等によるピア・サポーターを養成し、が

ん患者の相談支援を行うことにより、療養生活の質の
向上と相談支援体制の充実を図ります。

がん研究の推進
公益財団法人東京都医学総合研究所において、がん

の発症メカニズムに関わる基礎的な研究を行うととも
に、都立病院や都内医療機関等との連携を図り、がん
研究を推進します。														（保健医療局企画部企画政策課）

東京都がんポータルサイト
がんに関する様々な情報を掲載した「東京都がん

ポータルサイト」を開設しています。
		https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/

													 iryo/iryo_hoken/gan_portal/
（保健医療局医療政策部医療政策課）
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休日・全夜間診療事業
入院治療を必要とする救急患者（内科系・外科系）
に 365 日 24 時間対応するため、休日及び夜間の救
急入院が可能な病床を確保しています。

救急搬送患者受入体制強化事業
救急医療機関において救急搬送患者の受入依頼に対
応できないケースを減らすため、医師や看護師以外で
も対応可能な調整業務を行う人材（救急救命士）を配
置し、受入体制の強化を図ります。

東京都こども救命センター
他の医療機関では救命治療の継続が困難な小児重篤
患者の受入要請があった場合に、患者を必ず受け入
れ、迅速かつ適切な救命治療を行う「東京都こども救
命センター」として、都立小児総合医療センターなど
4施設を指定しています。同センターでは、救命処置
のほか、医療連携の拠点として、円滑な転院搬送のた
めの施設間の連携を図るとともに、地域の医療機関を
サポートする臨床教育・研修等を実施しています。

休日・全夜間診療事業（小児）
休日の昼間及び毎日の夜間において、主として入院
治療を必要とする小児の救急患者に対応する救急医療
機関を 365 日確保しています。また、軽症者を含め
た多数の患者が集中する医療機関では、緊急度の高い
患者を判別するためのトリアージナースを配置してい
ます。

東京都小児医療協議会の設置
医療機関、関係機関、区市町村等で構成される協議
会を設置し、初期救急から三次救急までの小児救急医
療体制の確保・充実を図っています。

地域小児医療研修事業
都内の診療所や指定二次救急医療機関（小児科）の

医師等を対象とした専門的な研修を受講する機会を設
けることにより、地域の小児救急医療水準の向上を図
り、小児救急医療を担う人材の確保を進めています。

東京都ドクターヘリ運航事業
救急医療に必要な機器等を装備し救急医療の医師等

が同乗するヘリコプターを運航するとともに、近隣県
と連携して活用する体制を構築し、救急患者の救命率
等の向上及び救急患者搬送体制の拡充を図ります。

循環器病対策推進協議会等の設置
令和６年３月に改定した「東京都循環器病対策推進

計画」に基づき、東京の強みを生かし、医療・介護・
福祉サービスなどの施策と一体的に循環器病対策を推
進していきます。
〇循環器病ポータルサイト運営事業
　循環器病に関するポータルサイトを構築し、患者や
家族のニーズに応じた情報や相談窓口を一元管理し、
都民に対し循環器病に関する情報を分かりやすく提供
します。
〇心不全サポート事業
　地域における医療・介護関係者への心不全に対する
理解促進や相談支援の充実を図るとともに、関係者間
の連携・情報共有を強化し、患者が地域において安心
して療養生活を送れる体制を整備します。
〇脳卒中医療連携体制の推進
脳卒中を発症した患者を速やかに適切な急性期医療

機関に救急搬送できる体制を確保するとともに、急性
期を脱した患者が地域で治療・回復・在宅療養まで切
れ目のない医療・介護サービスを受けることが出来る
よう連携体制を充実します。

救急医療の東京ルール
　迅速・適切な救急医療の確保に向け、「救急患者
の迅速な受入れ」、「トリアージの実施」、「都民の
理解と参画」からなる「救急医療の東京ルール」の
取組を進めています。
○ルールⅠ　　救急患者の迅速な受入れ
　地域の救急医療の中
核となる「東京都地域
救急医療センター」を整
備するとともに、全都
的な救急患者の受入先
調整を行う「救急患者
受入コーディネーター」を東京消防庁に配置し、救急
医療機関をはじめとする関係機関が連携して救急患
者を迅速に受け入れる仕組みを構築しています。

　　　　　　

○ルールⅡ　　｢トリアージ｣の実施
　緊急性の高い患者
の生命を守るため、
救急医療の要否や診
療の順番を判断する
｢トリアージ｣ を救急
の様々な場面で実施
します。
○ルールⅢ　　都民の理解と参画　
都民の大切な ｢社

会資源｣である救急医
療を守るために、都
民一人ひとりが適切
な利用を心掛けます。

地域救急医療センター
　救急隊の医療機関選定において搬送先が決定しない場
合に、救急隊と並行して、地域内の救急医療機関の連携
体制を基盤として、受入先の調整を行う医療機関です。

救急患者受入コーディネーター
　地域救急医療センターが行う地域内の調整では患者受
入が困難な場合、東京都全域で調整を行います。

資料；東京消防庁

平成10年
平成13年
平成18年
平成23年

令和３年
令和４年

平成28年
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■救急搬送患者の初診時程度別搬送人員割合
軽症58.4％ 中等症33.3％

重篤2.4％
死亡0.7％

32.3％

31.8％

36.9％

40.4％

59.6％

60.3％

54.4％

51.4％

2.2％
0.6％
2.2％
0.7％
2.1％
0.8％

2.1％
1.0％

重症
5.2％

5.3％

4.9％

5.7％

5.1％

39.1％53.4％
1.9％
1.1％4.6％

38.2％54.9％
2.0％
0.8％4.2％
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妊婦健診
のみ

実施施設 紹介

紹介・搬送

紹介
・
搬送

紹介
・
搬送

診療所等 周産期連携病院等

一次医療機関
〈ローリスク対応〉

二次医療機関
〈ミドルリスク対応〉

三次医療機関
〈ハイリスク対応〉

総合周産期
母子医療センター

地域周産期
母子医療センター

母体救命対応

助産所 周産期医療ネットワークグループ

地域で支える周産期医療体制のイメージ
低　　　　　　妊娠のリスク　　　　　　高

周産期医療の充実

周産期母子医療センター機能の確保
NICU（新生児集中治療管理室）	を有し、ハイリス
クな妊産婦や新生児に常時対応できる周産期母子医療
センターの運営を支援するとともに、機能の強化を
図っています。

周産期医療施設等整備費補助
周産期母子医療センターの施設・設備整備に対する
支援を行い、周産期医療体制の充実を図っています。

母体救命対応総合周産期母子医療センターの運営
総合周産期母子医療センターにおいて、救急部門等
の医師と連携を取り、妊産褥婦の救命対応と重症産科
救急疾患の搬送依頼を必ず受け入れる「母体救命対応
総合周産期母子医療センター」（いわゆる「スーパー
総合周産期センター」）を指定し、母体救命体制の確
保を図っています。

周産期搬送コーディネーターの配置
総合周産期母子医療センターの管轄区域内では受入
困難な事例等について、地域間の搬送調整等を集中し
て行うコーディネーターを配置し、緊急性を要する母
体・新生児を迅速に医療施設につなげます。

周産期連携病院（休日・全夜間診療事業）の確保
ミドルリスクの妊産婦に対応できる救急医療機関を

「周産期連携病院」に指定し、施設整備への支援を行
うことで、休日や夜間における妊産婦の救急搬送受入
体制を確保します。
また、周産期連携病院におけるNICUの設置を支援
しています。

周産期医療ネットワークグループ
周産期医療機関の機能別役割分担と連携体制を強化
するため、周産期母子医療センターを中核とした一次、
二次、三次の周産期医療機関による周産期ネットワー
クグループを構築し、妊婦（胎児）・新生児のリスク

に応じた周産期医療体制の充実を図っています。

多摩新生児連携病院の確保
区部に比べて周産期母子医療センターが少ない多摩

地域において、比較的リスクの高い新生児を受け入れ
る「多摩新生児連携病院」を確保し、多摩地域の新生
児受入体制の強化を図ります。

小児等在宅移行研修
周産期母子医療センター等から在宅療養等への円滑

な移行を促進するため、医師・看護師・理学療法士・
MSW・保健師等を対象に研修を実施します。

在宅移行支援病床の運営
NICU等長期入院児について、在宅療養等との間に

中間的な病床としての在宅移行支援病床を設置するこ
とにより、在宅療養等への円滑な移行を促進するとと
もにNICU等の満床の解消を図ります。

NICU 等入院児の在宅移行支援
周産期母子医療センターや訪問看護ステーション等

による外泊訓練や退院調整会議への出席等に要する経
費を補助し、NICU等入院児の在宅療養への円滑な移
行に向けた支援の充実を図ります。

新生児医療担当医の育成支援
臨床研修修了後の専門的な研修において小児科を選

択し、かつNICU等で新生児医療を担当する医師に対
して研修医手当等を支給する医療機関に対し補助を行
うことで、将来、NICU等で新生児医療を担当する医
師の育成を図ります。

災害時小児・周産期医療体制の整備
災害時に必要とされる医療が迅速かつ的確に提供さ

れるよう、小児周産期に係る医療救護活動を統括・調
整する「災害時小児周産期リエゾン」を都及び二次保
健医療圏ごとに配置しています。

安心して子供を産み育てることができるよう、地域において妊娠、出産から新生児に至る周産期医療を、リス
クに応じ効果的に提供する総合的な周産期医療体制を確保しています。          （保健医療局医療政策部救急災害医療課）
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災害医療の充実

医療救護活動と災害用
医薬品などの備蓄
「東京都地域防災計画」に
おいて、医療情報の集約一元
化、初動医療体制、負傷者等
の搬送体制などを定めてい
ます。区市町村では、医療
救護所への救護班の派遣や
医薬品などの備蓄に努めて
います。東京都では、東京
DMAT	や都医療救護班を派
遣するとともに、医療救護所
などに供給する医薬品等を
備蓄しています。

大地震等が発生した場合には、的確な被害情報を速やかに把握し、迅速かつ適切な医療救護活動を行えるよう、
体制を整備しています。 （保健医療局医療政策部救急災害医療課）

■災害時医療救護の流れ

※１　災害拠点病院：主に重症者を受入れ
　　  災害拠点連携病院：主に中等症者を受入れ
　　  災害医療支援病院：専門医療や慢性疾患への対応、その他医療救護活動を実施

※２　SCU（Staging Care Unit）：航空搬送拠点臨時医療施設

　災害拠点病院
　災害拠点連携病院
　災害医療支援病院
　診療所等

医療救護所

（被災が少ない都内）
災害拠点病院

（他県等の）
医療機関

被災地内 被災地外
・他県等

派遣

派遣・供給

※1

区市町村の役割東京都の役割

医療救護班等
医薬品・医療資器材

都医療救護班等
医薬品・医療資器材

  東京ＤＭＡＴ 派遣・供給派遣・供給

負傷者

負傷者
要配慮者負傷者

被災現場

重症者等

ＳＣＵ
※2

災害拠点病院の整備
災害時に、主に重症者の受入れと医療救護班の派遣
機能を担う「東京都災害拠点病院」を整備するととも
に、医療資器材を備蓄しています。

医療施設耐震化の促進
震災発生時における医療機能を確保するため、都内
全病院を対象に耐震診断、新築建替及び耐震補強工事
への助成を行い、病院の耐震化の一層の促進を図って
いきます。

災害医療派遣チーム（東京 D
ディーマット

MAT）の整備
DMAT（Disaster	Medical	Assistance	Team）

とは、大震災等の自然災害をはじめ、大規模交通事故
等の都市型災害の現場で救命処置等を行うため、専門
的なトレーニングを受けた医師や看護師などからなる
医療チームです。
初動医療体制の充実・強化を図るため、救命救急セ
ンター等を中心として東京DMAT指定病院に指定し、
東京DMATを配置しています。
また、食料、生活必需品、通信機器等の装備を搭載
した東京DMATカーを全ての東京DMAT指定病院
に配備するとともに、NBC災害発生時に傷病者の救
命と東京 DMAT の安全な活動を図るため、NBC特
殊災害チームを指定しています。

災害医療協議会
医療関係者、警察、消防、自衛隊、区市町村等で構
成される協議会を設置し、災害時において発災直後か

ら中長期に至るまで、関係機関が連携した実効性の高
い災害医療体制の確保を図っています。

地域災害医療連携会議
地域の医療関係者、区市町村等で構成される「地域

災害医療連携会議」を二次保健医療圏単位で配置し、
医療資源の状況など地域の特性に応じた災害時の医療
連携体制等の充実を図っています。

災害医療コーディネーターの配置
災害時に必要とされる医療が迅速かつ的確に提供さ

れるよう、都が医療救護活動の統括・調整を円滑に行
うため、「災害医療コーディネーター」を都及び二次
保健医療圏ごとに配置しています。

被災現場での救助活動の様子（訓練）
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救急患者搬送の様子

医療人材の確保と質の向上

医師確保対策
○東京都地域医療対策協議会
医師等医療従事者の安定的確保のため、医療関係者
や都民等からなる協議会で検討を進めています。
○東京都地域医療支援センター
東京都地域医療対策協議会で決定した医師確保対策
の方針に基づき、医療機関における医師確保支援、奨
学金被貸与者のキャリア形成支援、医師確保状況の実
態把握、医師確保対策に関する情報発信など、都の特
性を踏まえた医師確保対策を推進していきます。
○東京都地域医療医師奨学金制度
都内大学の医学部生に奨学金の貸与や大学と連携し
た教育的支援を行い、小児、周産期、救急、へき地医
療に従事する医師の確保を図っていきます。

○東京都地域医療支援ドクタ一事業
多摩・島しょの医療体制を確保するため、地域医療

の支援に意欲を持つ医師を都職員として採用し、へき
地医療機関や市町村公立病院へ派遣しています。

看護職員確保対策
○都立看護専門学校
都内の医療機関などに従事する看護師を養成するた

め、看護専門学校を７校設置しています。４年度の卒
業生は、568 人で、都内学校養成所卒業生総数の約
10%	となっています。
○看護師等養成所運営費補助
看護師等を養成する学校又は養成所に対し、必要な

経費を補助することにより、教育内容の充実と都内看
護師等の充足を図っています。

都民（患者）の立場に立った質の高いサービスを提供する医療従事者の確保と資質の向上を図っています。
（保健医療局医療政策部医療人材課）

へき地医療対策の充実

東京都へき地医療支援機構
へき地医療対策を円滑かつ効率的に実施するため、
事業の企画・調整を行う「東京都へき地医療支援機構」
を設置するとともに、機構内に、へき地町村、関係医
療機関、学識経験者等からなる「東京都へき地医療対
策協議会」を設け、へき地医療対策に係る総合的な意
見交換、調整等を行っています。

医療従事者確保支援
へき地町村からの要請に基づき、自治医科大学卒業
医師や、大学病院等の事業協力医療機関に所属する医
師・歯科医師の派遣を行うとともに、医師等の雇用に
要する経費をへき地町村に補助することにより、医師
等の安定的な確保に努めています。
また、医療系職種全般を対象とした職業紹介や代診
医師の派遣等を行う無料職業紹介事業所を設置するほ
か、医療従事者を対象とした現地見学会を開催する島
しょ町村に対して、その経費の一部を補助することに
より、医療従事者の確保が困難なへき地町村を支援し
ています。

診療支援
島しょ地域の医療機関で対応できない救急患者が発
生した場合、東京消防庁や海上自衛隊のヘリコプター
等で、へき地医療拠点病院で島しょ医療の基幹病院で
ある都立広尾病院を中心とした高度医療機関に、365
日24時間搬送する体制を整備するとともに、屋上ヘリ

ポートを有する等の民間・国立病院とも患者の受入れ
等に関する協定を締結し、救急患者搬送体制の確保を
図っています。
また、島しょ医療機関と都立広尾病院との間でエッ

クス線やＣＴ画像等を送受信することにより、島にい
ながらにして専門医の助言を受けることができる、画
像電送システムを活用して、診療支援を行っています。
このほか、へき地町村が行う眼科や耳鼻咽喉科等の

専門診療事業について、専門医確保の調整や経費の補
助を行っています。

医療提供体制の整備
へき地医療機関の診療基盤を確保するため、診療所

の整備や医療機器の購入に要する経費等を補助してい
ます。

離島や山間地域などのへき地を対象とした医療対策を実施しています。 （保健医療局医療政策部救急災害医療課）
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医療の安全確保

医療施設などの許認可・監視指導
医療法に基づき、病院の開設許可や医療法人の設立
認可などを行っています。
また、病院が医療法に規定する医療従事者数、構造
設備などの基準を維持し、適正な管理を行っているか
どうか、立入検査を実施しています。

医療安全支援センター事業
地域における医療安全確保対策を推進するため、多
摩地域の都保健所（5か所）、保健所設置市、特別区
に設置された各医療安全支援センター等への支援を実
施するほか、引き続き「患者の声相談窓口」において、
医療に関する都民からの相談に応じます。

医療安全支援センター
平成 19年 4月の医療法改正に伴い、①医療に関す
る相談・苦情対応、医療機関・住民への助言、②医療
安全の確保に関し必要な情報提供、③医療安全に関す
る研修、④区域内における医療安全確保のために必要
な支援等を行うために、都道府県、保健所設置市及び
特別区に設置されています。

死体検案・解剖
社会秩序の維持や疾病の予防など公衆衛生の向上を

図るため、区部では、死体解剖保存法に基づき、東京
都監察医務院が不自然死の死体検案及び解剖を行い、
死因を明らかにしています。
なお、多摩・島しょ地区では医師会や大学等に委託

して実施しています。

医療サービスの質の向上を図り、都民が安全・安心・満足度の高い医療を受けられるようにするため、医療の
安全対策を促進します。                                                                           （保健医療局医療政策部医療安全課）

○東京都ナースプラザ
保健師、助産師、看護師、准看護師の免許を有する
離職者の再就業を促進するため、就業相談やあっせん、
再就業促進のための研修などを行い、看護職員の確保
や都内定着、資質向上を図っています。
○看護職員再就業支援事業 
東京都ナースプラザにおける情報発信や多様なニー
ズに応じた職業紹介の取組を強化するとともに、看護
職員の再就業・定着に向けた奨励金の支給等を実施し
ています。
○看護師等修学資金貸与
保健師、助産師、看護師及び准看護師を養成する学
校又は養成所に在学し、将来都内で看護業務に従事し
ようとする学生に対し、修学資金の貸与を行い、都内
の看護職員の確保及び質の向上を図っています。
○看護職員定着促進支援事業
就業協力員が病院へ定期的に訪問し、看護職員の定
着に向けた病院の取組を支援することにより、看護職員
が安心して働き続けられる環境の整備を促進していま
す。
○新人看護職員研修体制整備事業
新人看護職員の早期離職防止を図るため、病院等の
臨床研修体制の充実に取り組んでいます。
○看護職員地域確保支援事業
身近な地域で復職支援研修や再就業相談を実施する
ことにより、看護師等の再就業を支援しています。
〇キャリアアップ支援事業
特定行為研修修了者等が職場で専門的資格を活用で
きるよう、施設管理者等の理解促進に向けたセミナー
を開催し、看護職員の勤務意欲の向上、チーム医療の
推進を図ります。
〇プラチナナース就業継続支援事業
定年退職前から看護職員としてのライフプランを考

え、多様な職場を知る機会を提供することにより、看
護職員のキャリア継続を支援し、定着を図ります。
〇助産師定着促進事業
施設間の助産師出向を支援することにより、助産師

の実践力を強化し、助産師の資質向上と定着促進を図
ります。
○島しょ看護職員定着促進事業
島しょへの出張研修及び短期代替看護職員の派遣に

より、島しょ看護職員の勤務環境改善と定着促進を	
図ります。

医療従事者確保対策
○東京都医療勤務環境改善支援センター
医療従事者の勤務環境改善を促進する拠点として、

「東京都医療勤務環境改善支援センター」を設置して
います。本センターでは、労務管理・医業経営の専門
家チームによる相談体制を確保するなど、医療機関に
おける勤務環境改善の取組を支援しています。
○医師・看護職員の勤務環境改善や復職支援
病院勤務医及び看護職員の勤務環境を改善し、離職

防止と定着を図るとともに、出産や育児などにより職
場を離れた医師等の復職に向けた病院の取組を支援し
ていきます。
○医療従事者の資質向上
保健医療サービスの高度化、多様化に対応できるよ

う各種講習会を実施し、医療従事者の資質の向上を
図っています。
○学校養成所等の指定及び指導
医療従事者に関するそれぞれの法令及び学校養成所

等の指定規則に基づき、指定・変更承認及び指導を行っ
ています。


